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第１ 調査の趣旨・方法等 

１ 調査の趣旨 

公正取引委員会は，独占禁止法上の優越的地位の濫用規制に基づき，事業者に不当に不利益 

を与える行為に対して厳正かつ効果的に対処するとともに，違反行為の未然防止に係る取組を

行っている。 

荷主と物流事業者との取引については，平成１６年４月以降，優越的地位の濫用規制の一つ 

として独占禁止法に基づき指定した「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の 

不公正な取引方法」（物流特殊指定）を通じ，より積極的に取組を進めてきている。 

近年，物流事業者が，燃料価格が上昇傾向にあった1際にも，荷主から運賃を一方的に従来ど

おりに据え置かれるなど厳しい取引環境に置かれているといわれている。こうした実情を踏ま

え，荷主と物流事業者との取引において，荷主による優越的地位の濫用規制上問題となり得る

行為が行われていないかについて，調査を実施することとした2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1
 調査対象期間（平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日）において，軽油の店頭現金価格（消費税込み）は１リ

ットル当たり１３７．９円（平成２５年８月５日時点）から１４７．４円（平成２６年７月２８日時点）に値上がりして

いる。平成２６年８月以降は下落に転じ，平成２７年２月２３日時点で１１７．９円となっている。（出典：資源エネル

ギー庁「給油所小売価格調査」） 
2 荷主と物流事業者との取引については，平成１８年３月に「荷主と物流事業者との取引に関する実態調査報告書」を公

表している。 
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２ 調査方法 

⑴ 書面調査 

本調査では，荷主と物流事業者との間の物品の運送又は保管（以下「運送等」という。）

に係る継続的3な取引を対象とした。 

 

                      

 

    

 

                  

 

物流事業者に物品の運送等を委託していると思われる荷主１０，０００名，荷主から物品

の運送等の委託を受けていると思われる物流事業者２５，０００名を対象として，調査票を送

付し，書面調査を実施した。調査票の発送数及び回答者数は，下表のとおりである。 

 

調査対象事業者 発送数（Ａ） 回答者数（Ｂ）（Ｂ／Ａ） 

荷主 １０，０００名 ６，１３９名（６１．４％） 

物流事業者 ２５，０００名 ７，００８名（２８．０％） 

 

本調査では，書面調査における回答者のうち，物品の運送等に係る取引を行っていると回

答した荷主４，５３０名及び物流事業者４，６２０名からの，物品の運送等に係る年間取引

高が多い取引先（上位３名。以下それぞれ「主要な物流事業者」，「主要な荷主」という。）

との取引についての回答を基に調査結果を取りまとめている。    

              

⑵ ヒアリング 

書面調査に回答した物流事業者のうち，主要な荷主から受けた行為について具体的に回答

した２５名を対象にヒアリングを実施した。 

 

３ 調査対象期間等 

⑴ 調査票発送日：平成２６年７月３１日 

 

⑵ 回 答 期 限：平成２６年９月５日 

 

⑶ 調査対象期間：平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日 

 

 

 

 

                         
3
 単発（スポット）取引は本調査の対象外とした。 

荷主 物品の運送等の委託 物流事業者 
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第２ 調査結果 

１ 回答のあった荷主及び物流事業者の概要 

⑴ 荷主の概要 

ア 資本金の額 

物流事業者に物品の運送等を委託していると回答した荷主４，５３０名のうち，資本金 

の額について回答のあった４，４８１名をみると，「１０００万円以下」が７１名

（１．６％），「１０００万円超５０００万円以下」が１１０名（２．５％），「５０００万

円超３億円以下」が１，８６５名（４１．６％），「３億円超」が２，４３５名（５４．３％）

であった。 

 

図１ 資本金の額 

  
 

イ 年間売上高 

物流事業者に物品の運送等を委託していると回答した荷主４，５３０名のうち，年間売

上高について回答のあった４，３５９名をみると，「１億円以下」が８４名（１．９％），

「１億円超１０億円以下」が３８１名（８．７％），「１０億円超５０億円以下」が１，１８８

名（２７．３％），「５０億円超１００億円以下」が７０８名（１６．２％），「１００億円

超」が１，９９８名（４５．８％）であった。 

 

図２ 年間売上高 

         

71（1.6%） 110（2.5%）

1,865

（41.6%）
2,435

（54.3%）

全体(N=4,481）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超3億円以下 3億円超

84（1.9%）
381（8.7%）

1,188

（27.3%）

708

（16.2%）

1,998

（45.8%）

全体(N=4,359）

1億円以下 1億円超10億円以下 10億円超50億円以下
50億円超100億円以下 100億円超



4 

 

ウ 業種  

物流事業者に物品の運送等を委託していると回答した荷主４，５３０名のうち，業種に

ついて回答のあった４，３０６名をみると，「製造業」が２，３３１名（５４．１％），「卸

売業」が９２６名（２１．５％），「小売業」が４００名（９．３％），「建設業」が１９０

名（４．４％），「農業，林業」が１６５名（３．８％），「情報通信業」が１４０名（３．３％），

その他が１５４名（３．６％）であった。 

 

      図３ 業種（日本標準産業分類による。） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,331

（54.1%）926

（21.5%）

400

（9.3%）

190（4.4%）

165（3.8%）
140（3.3%） 154（3.6%）

全体（N=4,306）

製造業 卸売業 小売業 建設業 農業，林業 情報通信業 その他
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⑵ 物流事業者の概要 

ア 資本金の額 

荷主から物品の運送等の委託を受けていると回答した物流事業者４，６２０名のうち，

資本金の額について回答のあった４，５８９名をみると，「１０００万円以下」

が２，０５６名（４４．８％），「１０００万円超５０００万円以下」が２，０１６名

（４３．９％），「５０００万円超３億円以下」が５０５名（１１．０％），「３億円超」が１２

名（０．３％）であった。 

 

図４ 資本金の額 

   
 

イ  年間売上高 

荷主から物品の運送等の委託を受けていると回答した物流事業者４，６２０名のうち， 

年間売上高について回答のあった４，３７２名をみると，「１億円以下」が８６２名 

（１９．７％），「１億円超１０億円以下」が２，４４３名（５５．９％），「１０億円超３０ 

億円以下」が６５６名（１５．０％），「３０億円超」が４１１名（９．４％）であった。 

 

図５ 年間売上高 

  
 

 

 

2,056

（44.8%）2,016

（43.9%）

505（11.0%）
12（0.3%）

全体(N=4,589）

1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超3億円以下 3億円超

862

（19.7%）

2,443

（55.9%）

656

（15.0%）

411（9.4%）

全体(N=4,372）

1億円以下 1億円超10億円以下 10億円超30億円以下 30億円超
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ウ 取引のある主要な荷主の業種 

  荷主から物品の運送等の委託を受けていると回答した物流事業者４，６２０名が取引し

ている主要な荷主は延べ１０，６１３名であるところ，そのうち当該荷主の業種について

物流事業者から回答のあった８，００６名の業種の内訳は図６－１のとおりであり，製造

業に属する荷主が４，１５４名（５１．９％）と最も多く，次いで卸売業に属する荷主

が２，２８０名（２８．５％），建設業に属する荷主が３３３名（４．２％）の順となっ

ている。 

 

 図６－１ 取引のある主要な荷主の業種（業種は日本標準産業分類による。） 

  

 

図６－２ 取引のある主要な荷主の業種（製造業の内訳） 

     

 

 

 

 

4,154

（51.9%）2,280

（28.5%）

333（4.2%）
260（3.2%）

207（2.6%）
185（2.3%）

587（7.3%）

全体(N=8,006)

製造業 卸売業 建設業 小売業 不動産業，物品賃貸業 農業，林業 その他

682

（16.4%）
454

（10.9%）

407（9.8%）

397（9.6%）

253（6.1%）244（5.9%）

234（5.6%）

1,483

（35.7%）

全体(N=4,154)

食料品製造業 化学工業 鉄鋼業
窯業・土石製品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 輸送用機械器具製造業
金属製品製造業 その他
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図６－３ 取引のある主要な荷主の業種（卸売業の内訳） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757

（33.2%）

660

（28.9%）
254（11.1%）

609

（26.7%）

全体(N=2,280)

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 飲食料品卸売業 機械器具卸売業 その他
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２ 荷主と物流事業者との取引 

⑴  書面の交付状況 

荷主に対し，物品の運送等を委託するに当たり，主要な物流事業者に取引条件等が記載さ

れた書面（電磁的方法によるものも含む。）を交付しているかを聞いたところ，回答のあっ

た４，４７８名のうち，「交付している」が３，６３１名（８１．１％）（このうち，主要な

物流事業者全てに交付しているとの回答は３，２２０名（８８．７％）），「交付していない」

との回答が８４７名（１８．９％）であった。 

 

 図７ 書面の交付状況 

       

   

⑵ 代金の支払方法 

ア 手形による支払の有無 

荷主に対し，主要な物流事業者に手形による支払を行っているかを聞いたところ，回答

のあった４，４９６名のうち，「行っている」が７８９名（１７．５％），「行っていない」

が３，７０７名（８２．５％）であった。 

 

図８ 手形による支払の有無 

         

3,631

（81.1%）

847

（18.9%）

全体（N=4,478）

交付している 交付していない

789

（17.5%）

3,707

（82.5%）

全体（N=4,496）

行っている 行っていない
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イ 手形サイト 

前記アで「行っている」と回答した７８９名に対し，手形サイトを聞いたところ，回答

は表１のとおりであった。 

 

表１ 手形サイト（複数回答可） 

手形サイト 荷主数 

９０日以内 ２４８名

９１日～１２０日 ４８７名

１２１日～１５０日 ９３名

１５０日超 ９名

無回答 ５８名
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⑶ 代金の支払遅延 

ア 代金の支払遅延の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主からの代金の支払遅延について聞いたところ，回答の

あった４，０９１名のうち，「支払期日までに代金を受け取れなかったことがある」が３６

名（０．９％）であった。 

 

イ 自社の責任の有無 

   前記アで「支払期日までに代金を受け取れなかったことがある」と回答した３６名に対

し，当該支払遅延が自社に責任がある場合であったかを聞いたところ，回答のあった３４

名のうち，「自社に責任があった」との回答が５名，「自社に責任はなかった」との回答

が２９名であった。 

 

図９ 自社の責任の有無 

  
 

ウ 代金の支払遅延を受け入れた理由 

前記イで「自社に責任はなかった」と回答した２９名に対し，代金の支払遅延を受け入

れた理由を聞いたところ，８名が「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断

したため」，２名が「荷主から今後の取引数量，取引高等への影響を示唆されたため」と

回答するなど，今後の取引数量，取引高等への影響を懸念して代金の支払遅延を受け入れ

ていた。 

 

エ 代金の支払遅延に係る具体的な事例 

○ 当社は荷主との間で，支払期日を契約書で定めているところ，当該荷主の顧客から

の入金が遅れているという理由で，これまでに何度か支払期日までに代金が支払われ

ないことがあった。 

  

5（14.7%）

29

（85.3%）

全体（N=34）

自社に責任があった 自社に責任はなかった
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⑷ 代金の減額 

ア 代金の減額の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主からの代金の減額について聞いたところ，回答のあっ

た４，０２３名のうち，「代金の減額を受けたことがある」が２４８名（６．２％）であ

った。 

 

イ 自社の責任の有無 

前記アで「代金の減額を受けたことがある」と回答した２４８名に対し，当該減額が自

社に責任がある場合であったかを聞いたところ，回答のあった２１４名のうち，「自社に

責任があった」との回答が２６名，「自社に責任はなかった」との回答が１８８名であっ

た。 

 

図１０ 自社の責任の有無 

 
  

ウ 代金の減額を受け入れた理由 

前記イで「自社に責任はなかった」と回答した１８８名に対し，代金の減額を受け入れ

た理由を聞いたところ，９４名が「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断

したため」，４６名が「荷主から今後の取引数量，取引高等への影響を示唆されたため」

と回答するなど，今後の取引数量，取引高等への影響を懸念して代金の減額を受け入れて

いた。 

 

エ 代金の減額に係る具体的な事例 

○ 当社は荷主から，荷主の経営が厳しいことを理由に値引きを要請されたことがあ

る。また，当該荷主からは，同業他社も値引きに応じており，値引きに応じないと

仕事を出さないといったようなことを言われた。当社としては値引きに応じれば年

間数百万円もの売上げが減ることになり大変困ったが，当該荷主との取引は当社に

とって大きいこともあり値引きに応じざるを得なかった。 

○ 当社は荷主の製品を工場から指定された倉庫に運送している。倉庫からの出荷段階

で製品の破損が見つかった場合，当社に問題があったのか，倉庫側に問題があったの

26（12.1%）

188

（87.9%）

全体（N=214）

自社に責任があった 自社に責任はなかった
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か定かでないにもかかわらず，当社が破損させたとして一方的に運賃から減額され

る。 

こうした問題はあらかじめ破損に関する責任範囲や賠償相当額の算出方法等を書

面等で定めていないためと思われる。以前から，当社は荷主に対して，こうした項

目を定めた契約書を作成したいとお願いしているが，「他の運送業者とも同じ条件で

取引している。」と言われ，対応してもらえない。 
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⑸ 買いたたき 

ア 買いたたきの要請の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主から通常の代金4を著しく下回ると考えられる価格で取 

引するよう要請されたことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，９０２名のうち， 

「要請されたことがある」が９０名（２．３％），「要請されたことはない」が３，８１２ 

名（９７．７％）であった。 

 

図１１ 買いたたきの要請の有無 

   

 

 イ 買いたたきの要請への対応 

前記アで「要請されたことがある」と回答した９０名に対し，当該要請にどのように対

応したかを聞いたところ，回答のあった８４名のうち，「応じた」が６７名，「応じなかっ

た」が１７名であった。 

 

図１２ 買いたたきの要請への対応 

  

                         
4
 同種又は類似の役務の提供について実際に行われている取引の価格（市価）をいう。 

90（2.3%）

3,812

（97.7%）

全体（N=3,902）

要請されたことがある 要請されたことはない

67

（79.8%）

17

（20.2%）

全体（N=84）

応じた 応じなかった
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ウ 買いたたきの要請を受け入れた理由 

前記イで「応じた」と回答した６７名に対し，要請を受け入れた理由を聞いたとこ

ろ，２４名が「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断したため」，２０名

が「荷主から今後の取引数量，取引高等への影響を示唆されたため」と回答するなど，今

後の取引数量，取引高等への影響を懸念して荷主からの買いたたきの要請に応じていた。 

 

エ 買いたたきに係る具体的な事例 

○ 数年前に荷主から，円高による業績不振を理由に運賃の引下げ要請があり，「円高

の期間に限定する」ということであったため仕方なく応じていたものの，後に円安に

なったため，元の運賃に戻してほしいとお願いしたが，「一度引き下げた運賃は戻さ

ない。」と言われ交渉ができなかった。 
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⑹ 物品等の購入・利用の強制 

ア 物品等の購入・利用要請の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主から当該荷主が指定する物品等の購入・利用を要請さ

れたことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，９７２名のうち，「要請されたこと

がある」が１１９名（３．０％），「要請されたことはない」が３，８５３名（９７．０％）

であった。 

 

図１３ 物品等の購入・利用要請の有無 

   

 

イ 物品等の購入・利用要請への対応 

前記アで「要請されたことがある」と回答した１１９名に対し，当該要請にどのように

対応したかを聞いたところ，回答のあった１１６名のうち，「応じた」が１０１名，「応じ

なかった」が１５名であった。 

 

図１４ 物品等の購入・利用要請への対応 

  
 

 

119（3.0%）

3,853

（97.0%）

全体（N=3,972）

要請されたことがある 要請されたことはない

101

（87.1%）

15（12.9%）

全体（N=116）

応じた 応じなかった
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ウ 物品等の購入・利用要請に係る物品等の必要性 

   前記イで「応じた」と回答した１０１名に対し，要請に係る物品等が，例えば，主要な

荷主から業務を適切に行うために必要な性能を有する保冷輸送容器の購入を求められる

など合理的な必要性があるものであったかを聞いたところ，回答のあった８８名のうち，

「必要性があった」が３１名，「必要性はなかった」が５７名であった。 

 

図１５ 物品等の購入・利用要請に係る物品等の必要性 

   

 

エ 物品等の購入・利用要請を受け入れた理由 

前記ウで「必要性はなかった」と回答した５７名に対し，要請を受け入れた理由を聞い

たところ，１９名が「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断したため」，３

名が「荷主から今後の取引数量，取引高等への影響を示唆されたため」と回答するなど，

今後の取引数量，取引高等への影響を懸念して荷主からの物品等の購入・利用要請に応

じていた。 

 

オ 購入・利用要請に係る物品等の内容 

前記ウで「必要性はなかった」と回答した５７名に対し，購入・利用に係る物品等の内

容を聞いたところ，回答は表２のとおりであった。 

 

表２ 購入・利用要請に係る物品等の内容（複数回答可） 

購入・利用要請に係る物品等の内容 物流事業者数 

食品（飲料を含む。） ３２名

イベント等のチケット ８名

タイヤ，燃料等の運送等に関連した商品 ７名

保険やリース等のサービス ５名

無回答 １０名

 

 

 

31

（35.2%）57

（64.8%）

全体（N=88）

必要性があった 必要性はなかった
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カ 物品等の購入・利用要請に係る具体的な事例 

○ 当社は，荷主から，２０年以上に渡り，年２回の頻度で缶ビールの購入を要請され

ている。缶ビールは，当該荷主が顧客から購入を要請されたものの一部と思われるが，

当社は売上高の大半を当該荷主に依存しており重要な取引先であるため，当該荷主か

らの要請を断ることができない。 
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⑺ 経済上の利益の提供要請 

ア 経済上の利益の提供要請の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主から金銭の提供又は従業員等の派遣など役務の提供を

要請されたことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，９６７名のうち，「要請され

たことがある」が５９名（１．５％），「要請されたことはない」が３，９０８名（９８．５％）

であった。 

 

図１６ 経済上の利益の提供要請の有無 

  
 

イ 経済上の利益の提供要請への対応 

前記アで「要請されたことがある」と回答した５９名に対し，当該要請にどのように

対応したかを聞いたところ，回答のあった５５名のうち，「応じた」が５０名，「応じな

かった」が５名であった。 

 

図１７ 経済上の利益の提供要請への対応 

   
 

 

59（1.5%）

3,908

（98.5%）

全体（N=3,967）

要請されたことがある 要請されたことはない

50

（90.9%）

5（9.1%）

全体（N=55）

応じた 応じなかった
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ウ 負担額と直接の利益の比較 

前記イで「応じた」と回答した５０名に対し，負担額について聞いたところ，回答のあ

った４８名のうち，「負担額が提供することにより得られる直接の利益に見合う水準とな

っていた」が２１名（４３．８％），「負担額が提供することにより得られる直接の利益を

上回る水準となっていた」が４名（８．３％），「負担額及びその算出根拠，使途等が明確

にされていなかった」が２３名（４７．９％）であった。 

 

図１８ 負担額と直接の利益の比較 

   
 

エ 経済上の利益の提供要請を受け入れた理由 

前記ウで「負担額が提供することにより得られる直接の利益を上回る水準となってい

た」又は「負担額及びその算出根拠，使途等が明確にされていなかった」と回答した２７

名に対し，要請を受け入れた理由を聞いたところ，１５名が「今後の取引数量，取引高等

に影響があると自社が判断したため」，８名が「荷主から今後の取引数量，取引高等への

影響を示唆されたため」と回答するなど，今後の取引数量，取引高等への影響を懸念して

荷主からの経済上の利益の提供要請に応じていた。 

 

オ 経済上の利益の提供要請に係る具体的な事例 

○ 荷主の商品を当社の倉庫から出庫する際に，無償でラップを巻いて出庫するように

要請されている。当該荷主の商品は毎日出庫することになっているところ，ラップを

巻く作業の負担は大きく，また，本来，ラップを巻く作業は当社と荷主との契約にな

いものであるが，今後の取引への影響を考えると断ることができない。 

 

 

 

 

 

 

21

（43.8%）

4（8.3%）

23

（47.9%）

全体（N=48）

負担額が提供することにより得られる直接の利益に見合う水準となっていた

負担額が提供することにより得られる直接の利益を上回る水準となっていた

負担額及びその算出根拠，使途等が明確にされていなかった
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⑻ 発注内容の変更 

ア 発注内容の変更の有無 

物流事業者に対し，主要な荷主の都合により発注内容を変更（取消し，追加，やり直し

等）されたことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，８６９名のうち，「発注の内

容を変更されたことがある」は１０６名（２．７％）であった。 

 

イ 発注内容の変更に伴う費用の負担の有無   

前記アで「発注の内容を変更されたことがある」と回答した１０６名に対し，当該発注

内容の変更に伴う費用を自社が負担したかを聞いたところ，回答のあった１０２名のう

ち，「自社が負担した」が１８名，「自社は負担しなかった」が８４名であった。 

 

      図１９ 発注内容の変更に伴う費用の負担の有無 

       
 

ウ 発注内容の変更を受け入れた理由 

前記イで「自社が負担した」と回答した１８名に対し，発注内容の変更を受け入れた理

由を聞いたところ，１１名が「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断した

ため」，５名が「荷主から今後の取引数量，取引高等への影響を示唆されたため」と回答

するなど，今後の取引数量，取引高等への影響を懸念して発注内容の変更を受け入れてい

た。 

 

エ 発注内容の変更に係る具体的な事例 

○ 当社は，建設機械のレンタル業者である荷主から建設現場への建設機械の運送の

発注を運送の前日又は当日に受けてトラックを手配している。発注を受けた後に，

突然キャンセルされたり，一方的に運送時間を変更されることがある。キャンセル

や運送時間の変更は，建設現場での工事が遅れているため当社が運送する予定の建

設機械はまだ必要がないというような荷主側の都合によるものであるが，荷主から

キャンセルや変更に係る費用をもらうことなく，キャンセルや変更を受け入れてい

る。 

当該荷主から発注を受けると，当該荷主のためにトラックを確保しているため別の

18

（17.6%）

84

（82.4%）

全体（N=102）

自社が負担した 自社は負担しなかった
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仕事が来ても断ることがある。キャンセルになるのであれば別の仕事ができたかもし

れない。また，当該荷主からキャンセル料金ももらえないとなると二重の損害を受け

ることとなる。当社としては，契約書でキャンセルや変更がなされた場合の料金を定

めておきたいのだが，何度か交渉したものの結局荷主の理解を得られなかった。 

 

○ 当社が保管する荷主の商品を毎日出庫することになっており，当該荷主から出庫

のオーダーを受けてから出庫のために商品を組み合わせる等の作業が発生する。当

該作業が終了してから，荷主の都合で組み合わせる商品が追加されたり，突然出庫

をキャンセルされたりすることが頻繁にある。当社は当該荷主との間で，こうした

キャンセルや追加作業等に係る料金をあらかじめ取り決めているが，当該荷主は「そ

のくらいいいじゃない。」と言って費用を負担してもらえない。当社としても取引量

の多い荷主からの依頼を断って今後の取引に響くと困るため，追加やキャンセルを

受け入れざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

⑼ 燃料価格上昇に伴う代金の引上げの状況 

ア 燃料価格上昇に伴う代金の引上げ要請の有無 

調査対象期間（平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日）において燃料価格が

上昇傾向にあったことから，物流事業者に対し，燃料価格の上昇を理由として，主要な

荷主に代金の引上げを要請したことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，０５０

名のうち，「要請したことがある」が１，５３８名（５０．４％），「要請したことはない」

が１，５１２名（４９．６％）であった。 

 

  図２０ 燃料価格上昇に伴う代金の引上げ要請の有無 

       
 

 イ 主要な荷主の対応 

前記アで「要請したことがある」と回答した１，５３８名に対し，主要な荷主は当該

要請にどのように対応したかを聞いたところ，回答のあった１，４９５名のうち，「応じ

てくれた」が１，０９１名（７３．０％），「応じてくれなかった」が４０４名（２７．０％）

であった。 

 

  図２１ 主要な荷主の対応 

       

1,538

（50.4%）

1,512

（49.6%）

全体（N=3,050）

要請したことがある 要請したことはない

1,091

（73.0%）

404

（27.0%）

全体（N=1,495）

応じてくれた 応じてくれなかった
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ウ 代金の引上げに応じてくれなかった荷主の対応 

前記イで「応じてくれなかった」と回答した４０４名に対し，代金の引上げに応じてく

れなかった荷主の対応を聞いたところ，１２５名が「荷主は交渉に応じたが，一方的に従

来どおりに代金の額を据え置いた」，３１名が「荷主は交渉に一切応じなかった」と回答

した。 

 

エ 燃料価格上昇に伴う代金の引上げの状況に係る具体的な事例 

○ 燃料価格の上昇により，当社は荷主に運賃の引上げを要請したが，「運送屋は１社

じゃないから。」と言われて交渉ができなかった。 

当社は，燃料費がかさんでいるため，資金不足の状態が続いている。再度運賃の

引上げをお願いしたいのだが,仕事を減らされるのが怖くてお願いできない。 

 

○ 荷主に燃料価格上昇に係る費用の転嫁をお願いしたとしても応じてくれないこと

が分かっているため，そもそもお願いしていない。 
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第３ 調査結果の評価及び公正取引委員会の対応 

１ 荷主及び物流事業者の概要 

回答のあった荷主のうち，約半数が資本金３億円超（５４．３％），年間売上高１００億円超

（４５．８％）の比較的大規模な事業者である一方，回答のあった物流事業者のほとんどが資

本金５，０００万円以下（８８．７％），年間売上高１０億円以下（７５．６％）の比較的小規

模な事業者であった（図１，２，４及び５）。 

 

２ 荷主と物流事業者との取引の状況 

⑴ 書面交付及び支払方法の状況 

荷主と物流事業者との取引における書面の交付状況については，多くの荷主は主要な物流

事業者に物品の運送等の委託を行うに当たり，書面を交付していると回答している

（８１．１％）が，書面を交付していないと回答した荷主も一定数見受けられた（１８．９％）

（図７）。 

また，代金の支払方法について，荷主のうち約２割が主要な物流事業者に対し手形による

支払を行っていると回答し，１２０日を超えるサイトの手形で支払っている荷主も一定数見

受けられた（表１）。 

 

⑵ 代金の支払遅延等の状況 

ア 行為類型別の状況 

荷主と物品の運送等に係る取引を行っていると回答した物流事業者４，６２０名のう

ち，主要な荷主から，物流事業者に責任がないなど荷主の都合による代金の支払遅延等の

不利益を１つ以上受けたと回答した物流事業者は３０６名であり，その割合は全体

の６．６％であった（表３）。 

また，行為類型別にみると，物流事業者に責任がないのに「代金の減額」を受けたと回

答した物流事業者が１８８名であり，その割合は全体の４．１％と他の行為類型に比べて

特に高くなっている（表３）。 

     

   表３ 行為類型別の状況 

行為類型 
不利益を受けた 

物流事業者数 

荷主との取引について回答し

た物流事業者数に占める割合 

代金の支払遅延 ２９名 ０．６％ （29/4,620）

代金の減額 １８８名 ４．１％（188/4,620）

買いたたき ６７名 １．５％ （67/4,620）

物品等の購入・利用の強制 ５７名 １．２％ （57/4,620）

経済上の利益の提供要請 ２７名 ０．６％ （27/4,620）

発注内容の変更 １８名 ０．４％ （18/4,620）

合計5 ３０６名 ６．６％（306/4,620）

 

                         
5
 荷主から複数の行為類型に係る不利益を受けている物流事業者が存在するところ，行為類型ごとの物流事業者数の合計

は３８６となるが，不利益を１つ以上受けた物流事業者数として合計すると３０６となる。 
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イ 物流事業者が不利益を受け入れた理由 

前記アで，主要な荷主から，代金の支払遅延等の不利益を１つ以上受けたとの回答のあ

った物流事業者３０６名に対し，延べ３８６の事例について，荷主による当該行為を受け

入れた理由を聞いたところ，「今後の取引数量，取引高等に影響があると自社が判断した

ため」とするものが１７１事例（４４．３％），「荷主から今後の取引数量，取引高等への

影響を示唆されたため」とするものが８４事例（２１．８％）であった。 

このように，物流事業者は，主要な荷主との取引の継続への影響を考慮して，やむを得

ず不利益を受け入れていることも少なくなく，こうした荷主の行為は優越的地位の濫用

規制上問題となり得るものである。 

 

ウ 主要な荷主の業種 

前記アの物流事業者３０６名に対して代金の支払遅延等の不利益を与えた主要な荷主

は延べ４４６名であるところ，そのうち当該荷主の業種について物流事業者から回答の

あった３８２名の業種の内訳は表４のとおりであり，製造業に属する荷主が１８０名

（４７．１％）と最も多く，次いで卸売業に属する荷主が９６名（２５．１％），建設業

に属する荷主が３２名（８．４％）の順となっている。 

 

 表４ 主要な荷主の業種（業種は日本標準産業分類による。）     

主要な荷主の業種 荷主数 

製造業      １８０名 (47.1%)

 食料品製造業 ２６名 (6.8%)

 窯業・土石製品製造業 ２２名 (5.8%)

 金属製品製造業   １７名 (4.5%)

 化学工業 １４名 (3.7%)

 パルプ・紙・紙加工品製造業 １２名 (3.1%)

 輸送用機械器具製造業 １１名 (2.9%)

その他 ７８名 (20.4%)

卸売業  ９６名 (25.1%)

飲食料品卸売業   ３３名 (8.6%)

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ３１名 (8.1%)

機械器具卸売業 １１名 (2.9%)

その他 ２１名 (5.5%)

建設業 ３２名 (8.4%)

不動産業，物品賃貸業 ２４名 (6.3%)

小売業  １８名 (4.7%)

農業，林業 １６名 (4.2%)

その他 １６名 (4.2%)

合計 ３８２名 (100.0%)
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 また，主要な荷主の業種ごとの総数に占める代金の支払遅延等の不利益を与えた主 

要な荷主数の割合は表５のとおりであり，不動産，物品賃貸業に属する荷主が１１．６％ 

と最も多く，次いで建設業に属する荷主が９．６％，農業，林業に属する荷主が８．６％ 

の順となっている。 

 

表５ 主要な荷主の業種ごとの総数に占める不利益を与えた主要な荷主数の割合 

主要な荷主の業種 

主要な荷主

の 

業種の総数

不利益を与えた

主要な荷主数 

主要な荷主の業種の 

総数に占める割合 

不動産業，物品賃貸業 ２０７名 ２４名 １１．６％ （24/207）

建設業 ３３３名 ３２名 ９．６％ （32/333）

農業，林業 １８５名 １６名 ８．６％ （16/185）

小売業 ２６０名 １８名 ６．９％ （18/260）

製造業 ４，１５４

名

１８０名 ４．３％ （180/4,154）

窯業・土石製品製

造業 

２００名 ２２名 １１．０％ （22/200）

金属製品製造業 ２３４名 １７名 ７．３％ （17/234）

パルプ・紙・紙加

工品製造業 

２５３名 １２名 ４．７％ （12/253）

輸送用機械器具製

造業 

２４４名 １１名 ４．５％ （11/244）

食料品製造業 ６８２名 ２６名 ３．８％ （26/682）

化学工業 ４５４名 １４名 ３．１％ （14/454）

その他 ２，０８７名 ７８名 ３．７％ （78/2,087）

卸売業  ２，２８０名 ９６名 ４．２％ （96/2,280）

 飲食料品卸売業 ６６０名 ３３名 ５．０％ （33/660）

 機械器具卸売業 ２５４名 １１名 ４．３％ （11/254）

 建築材料，鉱物・

金属材料等卸売業 

７５７名 ３１名 ４．１％ （31/757）

 その他 ６０９名 ２１名 ３．４％ （21/609）

その他 ５８７名 １６名 ２．７％ （16/587）

合計 ８，００６名 ３８２名 ４．８％ （382/8,006）
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エ 物流事業者の年間売上高との相関 

   前記アの物流事業者３０６名のうち，年間売上高について回答のあった２８２名につい

て，主要な荷主との取引について回答のあった物流事業者４，６２０名のうち，年間売上

高について回答のあった４，３７２名に占める割合を，年間売上高別にみると，表６のと

おりである。年間売上高「１億円以下」の区分で最も割合が高くなっており，年間売上高

が小さい物流事業者ほど，代金の支払遅延等の不利益を受けたとの回答があった割合が高

くなるという傾向がみられた。 

 

 表６ 物流事業者の年間売上高との相関 

物流事業者の 

年間売上高 

1億円 

以下 

1億円超 

10億円以下

10億円超 

30億円以下
30億円超 合計 

物流事業者数（名） 862 2,443 656 411 4,372 

代金の支払遅延等の不利益

を受けた物流事業者数（名） 
73 175 21 13 282 

代金の支払遅延等の不利益

を受けた物流事業者数の割

合 

8.5% 7.2% 3.2% 3.2% 6.5% 

73／862 175／2,443 21／656 13／411 282／4,372

 

⑶ 燃料価格上昇に伴う代金の引上げの状況 

調査対象期間（平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日）において燃料価格が上昇

傾向にあったことから，物流事業者に対し，燃料価格の上昇を理由として，主要な荷主に代

金の引上げを要請したことがあるかを聞いたところ，回答のあった３，０５０名のうち，約

半数が代金の引上げを要請していた（５０．４％）（図２０）。このうち，約７割の物流事業

者から主要な荷主が代金の引上げ要請に応じてくれたとの回答があった一方で, 代金の引

上げ要請に応じてくれなかったという回答も一定数見受けられた（２７．０％）（図２１）。

このことから，調査対象期間においては燃料価格が上昇傾向にあったことからすれば，主要

な荷主に代金の引上げを要請したことはないと回答した物流事業者と代金の引上げ要請を

したが主要な荷主が応じてくれなかったと回答した物流事業者を合わせた上記３，０５０名

のうち約６割の物流事業者は燃料価格の上昇があっても代金の引上げが困難な状況にあっ

たと思われる。また，代金の引上げを要請したことがあると回答した物流事業者のうち約１

割の物流事業者は，代金の引上げを要請しても，主要な荷主が一方的に代金を据え置いたり，

交渉に一切応じようとしなかったと回答しており，このような荷主の行為は，優越的地位の

濫用規制上問題となり得るものである。  
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３ 公正取引委員会の対応 

本調査の結果，物品の運送等に係る一部の取引において，荷主による優越的地位の濫用規制

上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。公正取引委員会としては，荷主

により物流事業者に不当に不利益を与えるような行為が行われることがないよう注視する必

要がある。これらの行為は，荷主と物流事業者との間で，あらかじめ取引条件等を定めていな

かったり，荷主から物流事業者に対し，取引条件等が記載された書面が交付されていなかった

ことに起因しているとも考えられることから，物品の運送等の取引に当たっては，取引条件等

の明確化や書面の交付が望まれる。    

また，燃料価格上昇に伴う代金の引上げ交渉においても，荷主による優越的地位の濫用規制

上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。特に，燃料価格が上昇しても，

「仕事を減らされるのが怖くてお願いできない」，「燃料価格上昇に係る費用の転嫁をお願いし

たとしても応じてくれないことが分かっているため，そもそもお願いしていない」というよう

に，荷主に対して，燃料価格の上昇を理由として代金の引上げを要請すること自体が難しいと

する回答もみられるなど，物流事業者が厳しい取引環境に置かれていることがうかがわれる。

公正取引委員会としては，物流事業者から荷主に対して代金の引上げ要請があっても，荷主が

一方的に代金を据え置いたり，取引に影響が生じる旨を示唆するなど代金の引上げ要請自体を

させないようにする行為は優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為であることを周知し

ていく必要がある。 

さらに，こうした行為が，物流事業者間の取引において行われた場合には，優越的地位の濫

用規制上問題となり得ることはもとより，下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）

上問題となり得ることにも留意する必要がある。 

このため，公正取引委員会は，違反行為の未然防止の観点から，本調査結果を公表するとと

もに，以下の対応を行うこととする。 

 

⑴ア 荷主及び物流事業者を対象とする講習会を実施し，本調査結果並びに優越的地位の濫用

規制及び下請法の内容を説明する。 

イ 荷主及び物流事業者の関係事業者団体に対して，本調査結果を示すとともに，荷主及び

物流事業者が物品の運送等の委託取引における問題点の解消に向けた自主的な取組を行

えるよう，改めて優越的地位の濫用規制及び下請法の内容を傘下会員に周知徹底するなど，

業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。 

 

⑵ 公正取引委員会は，今後とも，物品の運送等の取引実態を注視し，優越的地位の濫用規制

又は下請法上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに，これらの法律に違反す

る行為に対しては，厳正に対処していく。 

 

 


